
第
十
・
灘
轡
肋
舜
二
號
…

（
通
巻
第
五
十
入
號
）
　
昭
和
五
年
四
月
登
行

厨

交
久
元
年
に
於
け
ろ
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
ω

大

塚

武

松

（1）

本
編
に
・
文
久
一
尺
年
来
閾
凹
公
僚
凶
舘
揃
一
癖
宮
「
ヒ
ユ
ス
ケ
ン
」
の
殺
害
た
動
機
に
F

「
来
國
公
使
」
塾
リ
ス
た
除
け
ろ
英
佛
蘭
各
國
代
表
使
臣
の
江
戸
退
去
た
主

題
ビ
し
、
其
前
程
亡
し
て
横
液
闇
港
後
に
於
け
ろ
我
が
初
期
封
外
回
係
上

の
紛
絃
な
概
説
℃
、
當
時
衆
劉
外
交
官
中
の
最
古
達
者
亡
し
て
特
に
幕
府

轡
田
敗
即
碧
H
ビ
親
密
力
阿
る
閣
…
係
に
』
仕
り
し
由
木
畑
闘
公
使
「
ハ
リ
ス
」
叉
貿
易
關
棚
係
に
．

於
て
尤
も
聚
切
な
る
利
害
な
有
ぜ
し
英
閣
公
使
「
ナ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
及
び
其

他
昏
國
代
表
使
臣
の
江
戸
退
去
に
㈱
す
る
態
度
に
就
毫
記
諾
し
六
も
の
で

あ
る
。

一
・
文
久
｝
兀
緩
†
に
於
け
る
外
國
爪
ハ
使
江
ロ
だ
根
｝
出
軸
問
㎞
雌
に
就
て
内
　
（
大
塚
）

　
安
政
⊥
ハ
年
七
月
、
国
電
米
蔵
露
五
ヶ
國
ビ
の
假
條
論
叢

施
せ
ら
れ
、
横
濱
港
の
外
國
貿
易
の
爲
め
に
開
放
せ
ら
れ

て
以
來
、
外
國
貿
易
に
依
っ
て
劇
翻
せ
ら
る
べ
き
需
用
供

給
の
關
係
を
滑
滑
な
ら
し
め
る
爲
に
、
生
産
の
充
實
を
計

る
べ
き
準
備
が
充
分
に
講
せ
ら
れ
て
る
な
か
っ
泥
我
が
経

濟
界
は
、
一
時
に
大
饗
動
を
受
く
る
に
至
っ
た
、
幕
府
も

豫
め
こ
れ
に
留
意
し
て
、
國
民
日
常
の
生
活
に
必
須
な
る

第
十
五
巻
　
第
ご
醗
　
　
　
嚇
七
一



　
　
　
　
交
久
元
年
に
於
け
る
外
釜
公
便
江
戸
退
去
問
題
に
麓
て
　
（
大
塚
）

米
姿
等
に
就
て
は
、
條
約
締
結
の
際
其
輸
出
に
制
限
を
加

ふ
る
條
項
を
約
定
じ
た
の
で
あ
る
が
、
當
時
横
言
港
に
於

け
る
圭
要
な
る
輪
出
品
で
あ
っ
た
生
糸
、
茶
．
水
油
、
蝋

及
び
銅
、
…
雑
穀
等
は
俄
に
楡
出
又
は
買
占
に
依
っ
て
市
中

に
歓
乏
を
來
し
、
市
儂
遅
め
に
高
騰
し
他
の
物
資
の
市
営

を
騰
貴
せ
し
め
る
結
果
ご
爲
つ
た
の
で
あ
る
、
此
墾
動
は

我
が
多
数
國
民
に
外
國
貿
易
を
兇
咀
し
、
外
人
に
醤
す
る

威
福
を
悪
化
せ
し
む
る
に
は
充
分
で
あ
っ
て
、
一
面
井
伊

幕
閣
の
高
座
政
策
に
反
抗
し
て
、
必
死
潜
行
的
に
反
幕
蓮

動
に
録
事
し
て
み
た
水
門
亡
命
其
他
の
志
士
浪
士
等
に
氣

ふ
勢
を
與
へ
、
言
論
の
時
代
よ
り
漸
次
三
園
の
時
論
に
入
ら

ん
ε
し
て
み
る
愈
瞬
断
動
の
言
為
を
更
に
煽
っ
た
の
で
あ

る
斯
く
し
て
横
肥
開
港
後
我
が
當
初
の
國
交
上
に
於
て
幕

府
ご
駐
剤
締
盟
諸
國
代
表
使
臣
ご
の
間
に
行
は
れ
π
交
渉

問
題
は
其
往
復
文
書
の
上
よ
り
見
る
も
、

第
一
、
貿
易
愚
行
上
の
種
々
な
る
不
備
障
碍
U
例
令
、
彼

　
我
貨
幣
の
発
換
問
題
、
勝
手
貿
易
の
精
帥
に
矛
盾
せ
る

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
二
號
　
　
耐
七
二

　
諸
種
の
官
憲
干
渉
、
税
溺
事
務
の
澁
滞
、
傭
船
傭
人
に

　
就
て
の
不
備
不
便
U
の
改
善
に
關
す
る
案
件
。

第
二
、
横
濱
開
港
後
頻
々
ご
し
て
起
っ
た
外
入
殺
傷
問
題

　
郎
ち
事
件
の
善
後
措
置
、
在
留
外
入
の
生
命
財
産
の
安

　
全
保
謹
に
課
す
る
抗
議
要
求
等

が
殆
ざ
其
全
部
を
占
め
て
み
る
釈
態
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
二

　
横
濱
開
港
後
、
新
し
き
貿
易
港
に
集
ひ
來
つ
た
外
商
中

に
は
支
那
大
陸
に
於
て
財
利
に
悪
辣
手
腕
を
弄
し
た
渚
も

勘
く
な
か
っ
た
、
そ
の
一
部
は
、
我
が
假
予
約
に
規
定
し

た
る
彼
我
貨
幣
の
一
時
的
交
換
の
約
定
が
、
實
地
蓮
用
上

に
不
測
の
歓
隔
が
登
見
せ
ら
れ
た
間
隙
に
乗
じ
て
、
我
が

金
貨
を
購
入
し
之
を
支
那
に
輸
出
し
て
一
撰
千
金
の
暴
利

を
貧
）
、
彼
我
通
貨
の
流
通
を
阻
止
し
、
獲
達
せ
ん
こ
す

る
貿
易
を
阻
害
し
、
一
時
之
を
中
止
の
悲
境
に
ま
で
隔
ら

し
め
ん
こ
し
た
こ
ご
は
顯
著
な
事
實
で
あ
っ
元
、
假
條
約

の
規
定
で
は
、
向
ふ
一
ヶ
年
間
は
墨
銀
一
枚
は
｝
分
銀
三

（2）



枚
の
比
傘
で
同
種
同
量
こ
し
て
交
換
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ

た
、
然
る
に
英
総
領
事
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
の
報
告
書
に
も

見
ゆ
る
如
く
「
日
本
に
於
け
る
金
銀
貨
の
差
戻
は
一
心
五

の
続
合
で
あ
る
が
、
欧
洲
に
於
て
は
一
意
十
五
の
比
慣
で

あ
る
、
金
小
剣
一
枚
郎
皿
ち
「
二
刀
銀
四
個
は
一
二
三
「
グ
レ

ー
ン
」
で
英
國
の
一
「
ソ
ベ
レ
ー
ソ
」
よ
り
】
五
「
グ
レ
ー

ン
」
重
く
、
　
一
分
銀
四
個
は
銀
分
一
「
オ
ン
ス
』
ご
分
の
一

で
あ
る
が
、
小
判
一
枚
は
巴
里
倫
敦
に
て
調
査
の
結
果
に

依
れ
¶
ば
一
レ
～
「
、
シ
ル
ソ
ン
グ
」
山
間
「
ペ
ン
ス
」
よ
り
一
八
「
シ

ル
ヲ
ン
グ
」
六
「
ペ
ン
ス
」
の
間
師
ち
銀
三
乃
至
四
「
オ
ン

ス
」
の
聞
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
金
銀
貨
の
下
方
は
融
洲

よ
り
三
倍
の
斎
蔵
が
あ
わ
、
金
貨
の
賎
し
き
こ
ビ
約
三
倍

で
あ
る
」
云
々
、
叉
「
旧
事
小
早
は
ご
分
銀
十
三
枚
三
分

の
日
の
償
格
を
有
し
、
支
那
に
於
て
は
二
世
五
十
仙
よ
う

ご
弗
七
十
五
仙
で
責
却
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
」
ビ
在
り
、
貢

米
國
公
使
「
ハ
ン
ス
」
も
「
米
國
に
於
て
試
験
の
結
果
、
小

判
一
枚
は
一
分
銀
十
二
個
に
相
當
し
て
み
る
か
ら
、
日
本

　
　
　
　
文
久
元
年
に
於
け
る
外
園
公
使
江
戸
邊
去
問
題
に
競
て
　
（
大
塚
）

の
金
貨
は
現
在
よ
り
三
倍
高
く
通
用
せ
し
む
べ
き
こ
ご
」

及
び
「
外
商
一
分
銀
を
以
て
金
貨
を
買
入
輪
講
す
る
か
ら

從
來
の
小
判
を
三
分
し
て
一
両
8
爲
す
べ
き
こ
ご
」
を
老

中
に
警
告
し
て
み
る
の
で
み
る
か
ら
、
　
財
利
に
敏
直
な

る
外
商
中
に
は
墨
銀
を
一
分
置
に
交
換
し
、
一
分
銀
を
以

て
高
優
に
小
判
金
を
購
入
し
、
之
を
支
那
に
輸
諾
し
で
旦

利
を
占
め
た
も
の
が
あ
っ
た
は
、
當
然
の
事
で
あ
っ
た
ら

う
、
此
不
正
行
爲
に
關
叙
し
て
、
種
々
彼
我
貨
幣
の
流
蓮

上
に
障
碍
を
生
し
、
彼
我
の
間
に
難
交
渉
は
行
は
れ
た
の

で
あ
っ
た
が
、
此
外
商
の
不
正
行
爲
に
調
し
て
は
、
流
石

に
強
硬
な
b
し
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
も
、
日
本
定
の
貿
易
を

阻
碍
す
る
重
大
な
る
障
碍
こ
て
、
之
を
本
國
政
府
に
報
告

し
、
之
が
管
制
を
要
求
し
て
み
る
。

　
「
オ
ー
コ
ツ
ク
し
は
、
其
報
告
書
に
於
て
「
現
下
日
本
こ

の
貿
易
に
於
て
見
ら
る
、
悲
し
む
べ
き
状
態
は
、
猫
り
日

本
官
憲
の
不
都
合
な
る
措
置
、
其
無
定
見
に
の
み
罪
を
嫁

す
る
こ
ご
は
出
來
ぬ
、
外
人
が
之
を
誘
漏
し
た
る
罪
も
大

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
二
號
　
　
一
七
三

（3）



　
　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
懐
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
　
（
大
塚
）

な
る
も
の
で
あ
る
」
ビ
て
「
外
人
が
小
剣
を
購
ふ
て
清
國

に
輪
出
す
る
は
、
日
本
人
は
之
を
掠
奪
と
、
見
倣
し
、
條
約

朋
文
の
濫
用
で
あ
る
ご
孝
養
し
て
み
る
、
さ
れ
ば
日
本
政

府
が
江
戸
城
の
焼
失
を
好
機
ε
卸
し
、
州
分
銀
の
登
行
を

中
止
し
、
銅
の
責
渡
其
他
物
資
の
市
場
搬
入
を
抑
制
し
始

め
た
る
が
如
き
は
、
途
に
貿
易
を
中
止
状
態
に
陥
ら
し
む

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
外
商
一
部
の
不
正
行
器
は
、
日
本

政
府
の
斯
か
る
措
置
を
是
認
せ
し
む
る
に
若
干
の
理
由
を

輿
ふ
る
も
の
で
あ
る
し
ε
言
ひ
「
予
は
屡
、
此
不
正
行
爲
に

就
て
警
告
を
英
國
國
籍
の
商
入
に
下
し
た
る
も
、
他
地
籍

の
者
の
不
正
行
器
を
制
止
す
る
権
限
を
有
た
ぬ
、
他
國
の

旗
事
事
務
を
執
る
者
の
多
く
は
、
無
報
酬
の
商
人
で
あ
っ

て
、
中
に
は
多
年
支
那
に
於
て
悪
辣
な
る
手
段
を
弄
し
來

つ
た
者
も
あ
る
の
で
み
る
、
斯
く
し
て
田
本
に
於
け
る
外

商
の
地
位
は
漸
次
喪
失
せ
ら
れ
ん
ご
し
、
日
本
政
府
は
我

等
外
入
を
信
用
せ
す
、
條
約
の
規
定
を
も
漸
次
縮
少
し
て
、

不
若
苗
に
終
ら
し
め
ん
ご
苦
心
し
つ
、
あ
る
際
に
於
て
、

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
二
競
　
　
一
七
四

此
悪
辣
な
る
領
事
代
理
及
び
不
二
方
剤
の
商
人
を
相
手
に

健
全
な
る
貿
易
の
進
路
を
求
め
ん
ε
す
る
は
頗
る
困
難
こ

す
る
所
で
あ
る
」
こ
て
、
彼
等
不
正
漢
の
制
裁
は
輿
論
の

カ
に
依
る
以
外
に
方
法
な
か
る
べ
し
ご
の
見
解
に
て
「
予

は
こ
れ
等
二
十
人
許
の
不
正
漢
の
行
爲
を
北
支
那
「
ヘ
ラ

〃
1
3
」
紙
上
に
掲
載
す
る
手
習
を
執
っ
た
が
、
米
公
使
「
ハ

リ
ス
」
佛
総
領
事
「
ベ
レ
ク
ー
ル
」
二
氏
も
皆
労
ご
同
意
見

ε
あ
る
憲
訴
へ
て
る
る
（
一
入
五
九
年
十
一
月
二
十
三
B
附
報
告
書
）

　
此
報
告
を
受
け
だ
仙
央
國
政
府
に
於
て
も
、
外
務
次
官
「
ハ

モ
ソ
ド
」
（
¢
9
ヨ
ヨ
9
迅
）
の
名
を
以
て
東
印
度
支
那
協
會
本

部
に
、
警
告
を
満
し
て
う
支
那
日
本
在
留
の
商
人
に
日
本

こ
の
貿
易
を
阻
害
し
、
英
臣
民
の
黒
影
を
殿
損
せ
ざ
る
機

警
告
を
爲
さ
ん
こ
ご
し
を
請
求
し
、
叉
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」

の
報
告
書
に
英
政
府
の
執
り
し
客
畳
を
附
記
し
て
、
佛
寒

蘭
諸
政
府
に
回
示
し
て
注
意
を
促
し
た
の
で
あ
る
、
（
叡

裡
麺
論
題
護
幕
欝
嗣
臨
鍵
畑
鮒
橘
購
禦
龍
）

　
「
オ
覧
ル
コ
ッ
ク
」
は
爾
ほ
昔
時
横
言
に
來
航
在
留
せ
し

（4）



外
見
中
に
は
、
邦
人
を
蔑
親
し
傲
慢
不
遜
に
し
て
屡
泥
継

し
て
暴
行
を
働
き
、
甚
し
き
に
至
っ
て
は
鬼
面
洞
喝
し
て

不
正
を
働
く
者
砂
か
ら
す
、
爲
め
に
圓
満
な
る
國
交
の
樹

立
、
健
全
な
る
貿
易
の
登
臨
を
阻
害
し
つ
、
あ
る
を
虞
り

融
奈
川
英
國
領
事
「
ヴ
ヰ
ス
」
（
0
9
営
飯
盛
く
誘
○
）
に
警
告
を

重
し
て
「
外
國
貨
幣
の
不
融
通
、
貿
易
中
止
の
危
機
を
導

く
諸
種
の
支
障
に
就
て
、
欧
米
人
ご
旧
本
官
憲
ご
、
そ
の

貌
れ
か
重
き
責
任
を
負
ふ
も
の
な
る
べ
き
か
、
予
は
其
の

判
断
に
苦
し
み
つ
、
あ
り
」
ご
述
べ
て
み
る
も
の
で
あ
る
。

（一

¥
一
日
附
書
欺
）

　
　
　
　
三

　
横
濱
開
港
後
、
前
述
の
如
く
、
外
人
に
不
正
、
不
遜
の

行
立
あ
り
、
又
金
貨
流
出
の
如
き
重
大
な
る
事
態
の
行
は

れ
し
底
面
に
於
て
、
横
濱
貿
易
の
一
切
が
我
が
官
憲
の
仲

介
若
く
は
其
門
訴
を
経
る
こ
ご
を
要
し
た
る
こ
ご
、
又
特

定
貿
易
免
許
人
の
制
度
行
は
れ
、
或
は
貿
易
睡
中
時
々
藤

壷
買
を
禁
止
せ
ら
る
、
等
、
婚
約
に
於
て
官
吏
の
立
合
を

　
　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
　
（
大
塚
）

排
斥
し
た
る
勝
手
貿
易
の
條
蛸
壷
帥
は
殆
ん
ざ
實
行
せ
ら

れ
ざ
る
の
み
か
、
税
關
制
規
の
不
備
、
運
上
役
所
掛
員
の

不
熟
練
、
及
食
塊
民
卑
繁
文
褥
禮
の
習
俗
よ
り
生
す
る
事

務
の
澁
滞
、
或
は
貿
易
品
の
船
卸
船
積
に
用
ふ
る
端
艇
及

び
勢
役
者
並
に
在
留
外
商
の
從
僕
の
雇
傭
に
も
官
憲
の
干

渉
多
く
、
且
船
脚
、
勢
役
者
の
準
備
乏
し
く
、
爲
め
に
不

便
の
甚
し
き
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
、
外
商
間
に
は
常
に

苦
情
が
絶
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
當
時
流
濱
貿
易
の
過
急
を
占
め
尤
も
利
害
倉
皇
を
有
し

て
み
た
英
総
領
事
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
は
、
　
こ
れ
等
の
干

渉
故
障
を
以
て
條
約
上
主
要
な
る
條
項
の
不
履
行
帥
ち
條

約
違
反
で
あ
る
ε
、
屡
々
老
中
に
抗
議
し
、
満
足
す
べ
き

措
置
を
講
ぜ
ん
こ
ざ
を
要
講
し
「
襲
に
謬
説
が
張
力
な
る

艦
隊
を
支
那
海
に
涙
遣
し
て
薫
煙
の
厩
行
を
促
し
た
る
が

如
き
覆
轍
を
践
む
に
至
ら
む
」
ご
警
告
し
、
戦
債
を
以
て

華
府
を
威
嚇
し
た
の
で
あ
・
、
（
敷
槻
聯
仁
認
楚

割
鮒
）
些
オ
ー
ζ
ツ
ク
」
の
洞
喝
的
強
硬
態
度
は
英
外
相

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
二
號
　
　
日
七
五

（5）



　
　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
（
大
塚
）

「
ラ
ッ
セ
ル
」
の
撒
ば
ざ
る
所
で
あ
っ
て
、
外
野
は
其
報
告
・

に
署
し
次
な
る
趣
旨
の
調
今
を
騙
し
て

　
女
王
政
麿
は
貴
下
の
執
っ
た
一
般
措
置
に
就
て
は
承
諾
を
與
ふ

　
ろ
も
の
で
は
あ
る
が
っ
口
本
政
府
ミ
折
衝
す
る
に
方
っ
て
、
職

　
雫
を
誘
起
せ
ぬ
こ
ε
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
、
例
令
貴
下
が

　
訴
ふ
る
が
如
き
、
條
約
の
不
展
行
其
他
不
満
足
な
る
事
故
が
是

　
正
せ
ら
れ
す
、
又
之
を
武
力
を
以
て
強
要
せ
す
ぐ
」
も
、
女
王
政

　
府
の
奪
嚴
は
決
し
て
殿
損
せ
ら
れ
た
も
の
「
こ
は
言
は
れ
ぬ
、
然

　
る
に
若
し
之
に
反
し
て
旧
約
の
履
行
を
張
制
せ
ん
が
爲
め
に
、

　
三
三
三
三
に
出
で
た
る
場
合
は
、
英
國
は
永
遠
に
敵
三
三
せ
ら

　
れ
て
其
排
斥
を
受
け
、
且
、
女
王
政
府
は
東
洋
に
於
け
る
凡
て

　
の
國
家
ε
交
戦
武
力
を
用
ひ
た
り
・
こ
の
悪
評
を
蒙
る
危
瞼
を
習

　
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
ミ
で
あ
る
、
さ
れ
ば
一
意
強
硬
に
要
求

　
の
貫
徹
を
岡
ら
ん
よ
り
も
、
寧
ろ
爾
蘭
灯
の
行
構
を
圓
滑
に
解

　
決
す
る
襟
努
力
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
新
規
に
開
始
せ
ら
れ
た
ロ

　
本
帝
國
ぐ
」
の
國
交
は
、
決
し
て
職
雫
を
以
て
始
め
ら
る
べ
き
も

　
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

あ
警
告
を
加
へ
て
る
る
の
で
あ
る
。
（
｝
λ
，
山
ハ
○
年
二
月
二
十
入
日
附
訓
令
）

第
十
－
五
巷
　

第
二
號
　
　
　
一
・
七
山
ハ

　
　
　
　
四

　
以
上
二
懸
案
中
彼
我
貨
幣
発
換
よ
り
生
ぜ
し
金
貨
流
出

通
貨
不
流
通
の
問
題
は
、
曲
素
よ
り
外
人
側
に
在
り
し
を

以
て
、
幕
府
は
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
「
ハ
リ
ス
」
等
の
助
言

を
受
け
、
種
々
醤
策
を
講
じ
π
る
後
遷
延
元
年
五
月
（
㌫

肺
六
）
に
至
っ
て
、
大
小
鳶
職
を
改
鋳
し
て
悪
形
量
を
輕
小

に
し
、
金
銀
貨
の
比
便
は
略
ぽ
隊
米
の
如
く
し
、
内
外
金

銀
貨
嘘
比
率
を
李
衡
な
ら
し
め
た
の
で
、
金
銀
貨
濫
串
の

弊
は
漸
次
制
せ
ら
れ
旋
の
で
あ
る
、
彼
我
貨
幣
の
流
通
に

就
て
は
之
を
市
場
の
自
由
取
引
に
委
ね
て
三
三
を
適
用
せ

す
、
只
軍
に
列
國
使
臣
館
其
他
渡
來
の
軍
艦
乗
組
員
に
封

し
て
、
　
一
定
の
交
換
枚
数
及
び
比
峯
を
定
め
て
墨
銀
の
交

換
を
行
ひ
暫
定
の
方
法
ε
御
し
て
一
先
づ
解
決
を
告
げ
た

の
で
あ
る
。

　
勝
手
貿
易
に
支
障
な
り
ご
軽
微
さ
れ
π
る
諸
種
の
紛
紙

は
永
く
彼
我
の
懸
案
こ
し
て
論
議
せ
ら
れ
、
外
人
の
苦
情

絶
ゆ
る
こ
ご
な
く
、
文
久
二
年
語
学
爾
港
風
市
開
港
延
期

（6）



談
鋼
の
爲
に
涙
遣
せ
ら
れ
た
る
遣
欧
使
節
の
厭
洲
に
於
け

・
る
談
鋼
中
に
も
、
其
交
換
不
老
の
】
と
し
て
、
貿
易
上
の

支
障
改
善
が
彼
よ
り
提
議
せ
ら
れ
π
程
で
あ
っ
た
が
、
横

濱
の
貿
易
が
其
後
月
に
日
に
長
足
の
登
達
を
示
し
、
清
國

に
着
て
當
初
二
十
年
置
歳
月
を
要
し
だ
る
程
度
の
獲
展
振

を
碁
年
な
ら
ざ
る
内
に
途
げ
得
π
る
有
望
な
る
前
途
に
堅

し
、
莫
商
其
他
は
多
大
の
期
待
を
懸
け
つ
、
あ
っ
た
の
で

常
に
紛
転
は
繊
蒸
せ
ら
れ
つ
、
も
、
途
に
こ
れ
が
警
め
に

顯
著
な
る
難
問
題
を
惹
超
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
〇

　
　
　
　
五

　
次
に
第
二
の
横
濱
開
港
後
月
尊
し
だ
外
人
殺
傷
の
事
墾

は
、
内
は
國
論
の
沸
騰
に
悩
み
、
外
は
外
國
使
臣
等
の
強

談
に
苦
し
み
つ
、
あ
っ
た
幕
府
に
樹
し
て
は
尤
も
困
難
な

る
厄
介
な
事
件
で
あ
っ
だ
、
既
に
早
く
も
安
政
六
年
七
月

（一

ｪ
刀
）
横
濱
開
港
後
早
々
、
英
総
領
事
「
オ
ー
ル
コ
ッ

ク
」
は
「
屡
外
人
に
加
へ
ら
る
、
投
石
悪
罵
、
叉
は
武
人

　
　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
閣
公
使
江
戸
逞
去
問
題
に
就
て
（
大
塚
）

の
威
嚇
の
如
き
無
法
非
禮
は
、
輩
に
無
頼
漢
若
く
は
不
良

少
年
輩
の
悪
戯
で
は
な
く
し
て
、
根
底
あ
る
も
の
で
あ

る
言
指
摘
し
砦
が
聖
、
同
月
入
日
（
八
月
二
十
五
日
）
露
西
亜

西
比
刺
亜
総
督
「
ム
ラ
ビ
エ
フ
」
の
傘
ゆ
る
艦
隊
の
一
士
官

二
水
夫
の
横
言
に
於
け
る
殺
害
を
最
初
の
事
墾
こ
し
て
、

同
＋
月
＋
百
（
十
一
月
五
日
）
英
人
で
佛
國
の
帥
奈
川
領
事
事
務

代
理
で
あ
っ
た
「
ル
ー
レ
イ
ロ
」
（
H
L
O
二
同
Φ
一
棟
O
）
の
從
僕
だ
る

「
支
那
人
の
横
濱
に
於
け
る
遭
難
、
翌
萬
延
元
年
正
月
七

日
（
蛋
お
讐
英
國
公
使
「
亨
ζ
ッ
ク
」
の
蓮
詞
傳

吉
の
品
川
東
灘
寺
使
臣
館
門
前
に
於
け
る
殺
害
、
踵
で
二

月
五
日
（
二
月
二
十
六
目
）
横
濱
に
上
陸
し
た
和
蘭
商
船
の
船
長
「
デ
・

ガ
ー
」
（
窯
．
α
①
＜
o
ω
）
及
び
同
「
デ
ッ
ヶ
ル
」
（
U
Φ
算
。
辱
）
二
人

の
斬
殺
及
び
同
九
月
＋
吉
（
晶
三
冒
「
貯
濟
奪
な
る
佛

國
使
臣
館
旗
番
伊
太
利
人
「
ナ
タ
ー
ル
」
（
宕
暮
9
の
被
傷

等
ビ
頻
々
ご
し
て
起
つ
た
外
人
殺
傷
は
、
何
れ
も
盗
財
を

目
的
こ
し
た
も
の
で
な
く
、
政
治
的
動
機
よ
り
來
つ
元
犯

行
で
あ
っ
て
、
其
下
手
人
は
悉
く
鋼
帯
を
楓
び
た
武
士
で

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
二
號
　
　
一
七
七

（7）



丈
久
元
年
に
於
け
る
外
幽
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
　
（
大
塚
）

あ
っ
た
。

　
さ
れ
ば
、
島
田
時
外
人
…
闇
に
は
「
僅
々
孚
歳
…
の
問
に
ム
ハ
名

の
外
人
が
犠
牲
ご
爲
つ
た
は
、
外
入
敵
親
の
観
念
よ
り
來

っ
だ
こ
ご
は
明
か
で
、
特
に
永
戸
侯
が
徳
川
三
家
の
一
人

ε
し
て
將
軍
家
を
自
家
の
有
ご
爲
さ
ん
が
組
み
、
幽
幽
こ

の
事
件
を
醸
し
其
取
除
に
乗
じ
て
志
を
途
げ
ん
ご
す
る
政

治
主
計
書
の
登
現
で
あ
る
、
か
、
る
事
墾
が
概
ね
外
國
軍

艦
の
江
戸
灘
碇
泊
中
に
行
は
れ
し
を
観
る
も
、
か
、
る
風

説
の
確
騒
士
を
謹
す
る
も
の
で
あ
る
、
例
へ
ば
、
響
動
士

官
の
殺
害
せ
ら
れ
だ
る
時
は
「
ム
ラ
ビ
エ
フ
」
総
督
の
有
力

艦
隊
の
江
戸
品
川
沖
碇
泊
中
で
あ
b
、
佛
國
領
事
代
理
の

縦
樋
の
殺
害
は
米
艦
「
ボ
ー
ハ
タ
ン
」
の
横
濱
に
在
っ
た
時

で
あ
り
、
傳
吉
の
殺
さ
れ
た
る
は
英
艦
二
艘
の
江
戸
灘
碇

泊
中
で
あ
っ
だ
の
で
あ
る
、
又
長
崎
箱
館
に
於
て
は
未
だ

斯
る
惨
事
は
起
ら
澱
、
大
名
及
び
武
士
の
集
團
せ
る
江
戸

及
び
其
附
近
に
於
て
の
み
斯
る
惨
事
暴
行
の
行
は
る
、
は

尤
も
注
意
す
べ
き
現
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
ざ
傳
へ
ら

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
二
號
　
　
一
七
写

れ
た
の
で
あ
る
。
（
一
↓
八
山
ハ
○
年
三
h
月
轟
ハ
n
口
附
…
「
ナ
・
至
ッ
コ
ソ
グ
」
報
出
口
書
、
フ
、
ア
ダ
ム
ス
署
日
木
奥
巷
一
、
一
二
四
頁
）

　
此
臆
説
は
素
よ
り
論
ず
る
迄
も
な
い
が
、
偶
然
か
將
た

外
艦
の
江
戸
海
出
現
が
慷
慨
悲
歌
の
士
を
特
に
刺
戟
し
淀

事
も
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
し
、
又
こ
れ
等
外
人
殺
傷
の
犯

行
中
に
は
明
か
に
水
藩
亡
命
者
の
手
に
依
っ
て
行
は
れ
だ

も
の
も
あ
）
、
然
ら
ざ
る
も
當
時
水
戸
藩
士
を
中
心
に
捲

き
起
さ
れ
た
懸
章
興
奮
裡
に
刺
戟
せ
ら
れ
淀
者
の
手
に
依

っ
て
行
は
れ
だ
こ
ビ
は
事
實
で
あ
る
か
ら
、
自
然
か
～
る

風
説
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
、
外
人
等
が
武
士
階
級
の
敵
親

よ
り
起
さ
る
、
殺
伐
な
る
暴
行
は
連
勢
的
に
繰
り
回
さ
”
。

べ
き
根
底
あ
る
現
象
ご
見
倣
し
其
生
命
保
全
の
上
よ
り
眞

劒
に
考
慮
す
べ
さ
∫
至
大
問
題
ご
考
へ
、
豊
ハ
謝
策
に
懊
巡
隅
す

る
に
至
つ
π
は
尤
も
千
萬
の
こ
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。

　
　
　
　
六

　
露
國
士
官
水
夫
殺
害
の
際
に
は
、
最
初
の
事
墾
こ
し
て

在
留
外
入
間
に
大
な
る
衝
動
を
起
し
た
が
、
「
ム
ラ
ゼ
エ

フ
」
総
督
は
品
川
沖
に
強
力
な
る
遊
撃
を
有
し
、
且
我
が

（8）



北
境
に
遠
大
な
る
野
心
を
抱
懐
し
つ
、
あ
っ
だ
に
も
拘
ら

す
、
英
総
領
事
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
等
ご
協
議
し
た
る
結
果

其
一
艦
「
ア
ス
コ
ル
ト
」
（
レ
ω
o
o
冠
）
を
残
留
し
、
艦
長
「
ウ

ン
コ
ウ
ス
キ
ー
」
（
○
毒
犀
。
≦
ω
ξ
）
を
し
て

　
一
、
高
宮
の
者
軍
艦
に
來
訪
謝
葬
の
跡
を
蓮
ぶ
る
こ
ミ
。

　
二
、
事
攣
當
日
措
置
頗
る
緩
漫
に
し
て
…
機
宜
を
失
し
た
る
、
瀞

　
　
奈
川
奉
行
を
罷
発
す
る
こ
亡

　
三
、
犯
人
を
八
月
二
＋
合
嘉
ヒ
）
迄
に
麗
し
、
露
性
脳

　
　
官
の
差
前
に
於
て
慮
罰
す
る
こ
ミ
。

の
三
ヶ
條
を
其
賠
償
條
件
こ
し
て
交
渉
す
べ
き
を
命
じ
、

江
戸
濁
を
退
去
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
犯
入
は
遁
走
途
に

逮
捕
せ
ら
れ
す
、
暴
露
戸
部
の
役
所
に
在
っ
た
、
外
層
奉
行

兼
聯
奈
川
奉
行
水
野
筑
後
守
忠
徳
、
加
藤
壼
岐
守
則
著
は

爲
め
に
閑
職
に
質
せ
ら
れ
、
二
人
ご
も
遣
米
條
約
批
准
交

換
使
節
の
内
命
を
も
撤
回
せ
ら
れ
て
、
外
遊
の
機
を
失
し

た
る
の
み
な
ら
す
、
事
墾
重
日
水
野
等
が
現
場
に
要
役
せ
、

す
、
且
事
墾
後
入
時
間
を
経
過
し
た
る
後
漸
く
紳
奈
川
外

　
　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
　
（
大
塚
）

交
團
に
三
野
を
通
告
し
た
る
態
度
は
、
永
く
外
交
團
特
に

「
オ
ー
ル
コ
ヅ
ク
」
の
威
情
を
害
し
、
水
野
は
更
に
第
一
次

遣
欧
使
箇
中
に
も
其
事
衡
に
加
は
つ
て
居
っ
た
を
、
英
公

使
の
抗
議
に
依
っ
て
再
び
雪
行
の
機
を
失
し
、
僅
か
に
小

笠
原
渡
航
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
結
果
ご
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　
次
に
起
つ
た
、
佛
國
領
事
代
理
叢
叢
支
那
人
被
傷
の
際

に
は
、
紳
奈
川
奉
行
等
の
執
り
し
機
敏
の
措
置
は
、
外
交

團
の
満
足
を
得
た
る
も
、
犯
人
は
依
然
追
捕
せ
ら
れ
す
、
更

に
外
人
間
に
恐
怖
の
念
を
大
な
ら
し
め
た
、
事
聯
立
英
國

神
奈
川
領
事
「
ヅ
ヰ
ス
」
の
如
き
は
、
無
謀
に
も
在
留
英
人

間
に
公
示
し
て
「
外
出
に
は
拳
銃
を
携
行
し
、
日
本
人
の
官

吏
ご
庶
民
だ
る
を
問
は
す
、
之
に
照
し
て
武
器
の
絶
封
自

由
使
用
を
許
可
す
る
」
旨
を
布
告
す
る
に
至
っ
た
、
（
嫉
鼎

馨
鷹
無
籍
年
）
幸
に
総
領
為
す
ζ
ツ
三
は
、
此

大
輪
な
る
領
事
の
措
麗
を
以
て
、
却
っ
て
外
耳
へ
の
危
．
害

を
増
長
せ
し
め
る
も
の
こ
見
倣
し
「
暗
夜
の
外
出
以
外
に

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
策
響
岩
　
　
一
七
九

（9）
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退
去
闘
題
に
就
て
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塚
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は
武
器
の
不
携
行
」
「
其
使
用
に
際
し
て
は
細
心
の
考
慮
を

要
す
べ
き
こ
ご
」
及
び
「
帥
奈
川
奉
行
に
於
て
犯
人
の
槍
暴

を
誓
約
せ
る
」
こ
ご
等
を
布
告
せ
し
め
て
、
前
日
の
公
示

を
撤
回
せ
し
め
た
の
で
あ
る
り

　
英
使
臣
館
通
詞
傳
吉
の
殺
害
は
「
オ
ー
川
コ
ッ
ク
」
す
ら

彼
が
難
破
船
員
こ
し
て
多
年
支
那
に
放
浪
し
、
素
行
修
ま

ら
す
、
且
常
に
洋
装
し
英
語
を
嚇
立
て
日
本
人
間
の
嫌
悪

を
招
き
し
の
み
な
ら
す
、
暴
止
傲
慢
で
屡
日
本
官
吏
ご
衝

突
し
、
時
々
醇
籐
浪
士
等
ご
謬
論
せ
し
よ
り
、
彼
の
身
邊
の

危
瞼
は
数
次
警
告
せ
ら
れ
、
此
凶
墾
を
豫
想
し
つ
、
あ
っ

た
善
質
し
て
み
る
に
も
拘
は
ら
ゑ
欺
露
営
翻
）
依
然

幕
府
は
犯
人
を
逮
捕
し
得
ざ
り
し
失
態
ご
、
外
人
の
保
護

全
く
頼
む
べ
か
ら
ざ
る
こ
ご
を
難
詰
せ
ら
れ
、
此
一
匹
夫

の
爲
め
に
外
國
奉
行
目
付
等
を
使
臣
館
に
差
持
し
て
公
使

を
弔
問
し
、
叉
其
葬
儀
に
参
列
す
る
を
鯨
儀
な
く
せ
し
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
斯
く
し
て
萬
延
元
年
二
月
五
日
夕
、
横
議
市
中
に
鋳
て

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
二
號
　
　
一
入
○

蘭
船
長
二
名
が
突
如
武
士
の
極
め
に
襲
撃
斬
殺
せ
ら
れ
、

犯
人
は
依
然
遁
逃
し
逮
捕
せ
ら
れ
ぬ
潜
考
が
起
る
ご
、
外

交
團
中
に
は
物
議
騒
然
こ
し
て
詰
り
、
斯
く
外
人
殺
傷
者

が
所
刑
の
危
瞼
よ
り
全
然
解
放
せ
ら
れ
て
、
虐
殺
暴
行
を

逞
う
す
る
こ
ご
を
得
る
な
ら
ば
、
商
利
の
爲
め
に
來
住
せ

る
商
業
及
び
公
僕
た
る
使
臣
館
員
は
常
に
其
生
命
を
危
瞼

に
暴
露
せ
る
も
の
で
、
其
商
業
を
培
養
し
、
條
約
既
得
椹

を
維
持
す
る
こ
ご
を
得
ぬ
こ
ご
に
立
ち
到
る
で
あ
ら
う
、

日
本
政
府
は
其
無
力
な
る
爲
め
か
、
將
又
無
意
思
で
あ
る

か
、
外
翼
使
臣
よ
り
張
請
腰
迫
せ
ざ
る
限
り
、
何
等
進
ん
で

機
宜
の
措
置
を
講
せ
澱
、
特
に
政
府
の
大
名
に
鋼
す
る
態

度
は
何
等
制
裁
戒
護
を
も
行
は
す
、
無
子
渉
放
任
の
朕
態

で
あ
る
こ
の
見
地
か
ら
、
英
公
使
「
オ
ー
ル
コ
ヅ
ク
」
佛
二

二
馬
事
「
ペ
レ
ク
「
ル
」
及
び
蘭
繍
｝
歯
並
・
「
デ
・
ウ
ヰ
ッ
ト
」
の

間
に
協
議
せ
し
結
果
、
確
的
な
る
方
法
を
以
て
日
本
政
府

に
塵
迫
を
魏
ふ
る
必
要
あ
り
と
認
め
、
其
方
法
こ
し
て
、

滝
登
す
る
外
入
門
説
及
び
其
犯
人
不
漁
暴
に
就
き
嚴
重
な

（IO）



る
共
同
抗
議
を
行
ひ
、
更
に
此
言
論
文
宇
の
抗
議
を
一
興

有
効
な
ら
し
め
る
が
爲
め
に
、
親
船
長
二
名
の
殺
害
事
件

に
濡
し
て
は
相
共
に
蘭
総
領
事
を
支
持
援
助
し
て
過
大
な

る
償
金
帥
ち
一
人
に
付
武
萬
五
千
弗
宛
を
要
求
し
、
一
は

將
來
外
入
に
危
害
が
加
へ
ら
れ
た
る
毎
に
、
日
本
政
府
に

遇
重
の
負
搬
を
荷
は
し
め
て
、
そ
の
外
入
擁
護
に
敏
活
有

効
な
る
方
法
を
執
ら
し
む
べ
く
強
制
す
る
の
方
便
ε
嘉
し
、

二
に
は
大
名
武
士
等
に
暴
虐
な
る
外
人
へ
の
行
動
は
自
國

に
大
な
る
損
害
を
與
ふ
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
を
自
零
せ
し

む
る
の
讐
鎖
す
べ
し
藻
議
し
た
の
で
あ
る
。
（
研
禁

胆
鴨
戦
書
灘
継
舗
欝
三
）

　
既
協
議
に
基
き
、
被
害
蘭
人
の
葬
儀
當
日
に
は
、
英
公

使
は
品
川
碇
泊
の
軍
艦
「
ヵ
ミ
ラ
」
（
0
9
白
蔓
ρ
）
を
特
に
横

坐
に
回
航
せ
し
め
、
艦
長
「
コ
ル
ゼ
ル
」
（
O
O
三
ε
に
水
夫

、
を
引
率
し
て
之
に
塞
列
せ
し
め
、
叉
横
難
に
碇
泊
せ
し
母

艦
「
ヤ
ボ
ニ
ッ
チ
」
（
冒
冨
轟
9
）
も
同
機
の
態
度
に
出
で
て

葬
儀
を
盛
大
に
し
、
列
士
民
同
情
の
厚
き
を
邦
入
に
示
し

　
　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
　
（
大
塚
）

前
記
の
償
金
ご
申
入
の
巌
重
追
捕
ご
を
要
求
し
た
の
で
あ

っ
た
、
幕
府
は
叢
に
初
め
て
提
出
せ
ら
れ
た
償
金
の
支
給

に
は
容
易
に
同
意
を
表
せ
窯
鰍
綴
蘇
醗
酵
則
縣
響

逢
灘
離
輔
論
議
臨
ハ
辮
犠
要
り
）
犯
人
は
遽
に
捕

縛
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
七

　
尋
で
…
幾
も
な
く
そ
の
三
月
三
日
、
櫻
田
門
外
に
超
つ
た

井
伊
大
老
の
遭
難
は
、
外
人
間
に
も
異
常
な
衝
動
を
輿
へ

た
こ
ご
は
勿
論
で
あ
っ
て
、
各
國
公
使
総
領
事
等
は
彼
等

が
探
聞
し
得
た
事
墾
の
詳
報
に
、
各
自
の
槻
察
を
附
記
し

て
、
各
本
國
政
府
に
報
滋
し
て
み
る
の
で
ぬ
る
が
、
（
叡

罎
二
度
糧
誠
雪
聖
思
議
鞠
識
朔
に
無
漏
齢
）
馴
れ

も
外
壁
こ
の
交
際
並
に
貿
易
開
始
の
結
果
ご
し
て
日
本
政

局
の
深
刻
に
動
揺
し
つ
、
あ
る
を
目
撃
し
、
一
興
回
覧
立

場
の
不
安
を
痛
聾
せ
し
め
ら
れ
π
の
で
あ
る
、
幕
府
も
櫻

田
着
痩
後
は
浪
士
の
跳
梁
を
虞
り
、
外
國
使
駆
館
の
前
庭

に
は
大
砲
を
装
置
し
、
警
衛
の
士
卒
を
増
加
し
、
館
員
の

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
錐
二
號
　
　
一
入
一
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交
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に
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け
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退
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就
て
　
（
大
塚
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出
入
に
も
抑
制
を
加
へ
、
外
入
外
出
の
際
に
は
、
歩
見
回

様
の
警
固
を
同
行
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
同
年
十
二
月

　
　
　
　
　
一
八
六
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
）
米
國
公
使
館
蓮
辮
官
「
互
ス
ケ

五
口
の
夜
（

　
　
　
　
　
一
月
十
五
臼

ソ
」
（
缶
Φ
二
ω
ぎ
⇒
）
の
殺
害
を
見
る
に
至
っ
た
。

「
互
ス
ケ
ソ
」
は
護
三
年
七
聖
霊
霧
雨
ハ
）
分
譲
総
餌

事
「
ハ
リ
ス
」
に
俘
は
れ
て
來
朝
し
た
蘭
人
で
、
永
く
米
國

使
臣
館
の
通
辮
官
と
し
て
、
邦
語
に
も
漸
次
習
熟
し
、
安

政
五
年
喜
憂
使
節
「
エ
ル
ヂ
ソ
」
尾
瀬
の
時
に
も
通
辮
の
勢

を
執
っ
た
の
で
あ
る
が
、
萬
延
元
年
五
月
以
降
「
プ
ロ
シ

ア
し
福
富
「
グ
ラ
ー
フ
・
フ
ォ
ン
・
オ
イ
ン
ン
ブ
ル
グ
」
の

條
約
締
結
温
帯
に
も
絡
始
助
力
し
、
，
使
飾
の
居
館
た
り
し

芝
赤
朋
接
遇
所
ご
麻
布
善
稲
直
な
る
米
蔵
公
使
館
ご
の
間

を
往
復
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
此
夜
九
時
頃
「
ヒ
ユ
ス
ケ

ソ
」
は
幕
吏
三
騎
ε
歩
卒
四
名
の
警
固
ご
共
に
騎
馬
に
て
、

接
遇
所
よ
り
公
使
館
へ
の
語
聾
、
七
名
の
浪
士
の
爲
め
に

藤
野
・
せ
ら
れ
た
、
警
固
の
幕
吏
は
怯
儒
に
も
薩
ち
に
遁
…
逃

し
彼
は
雨
側
よ
り
攻
撃
を
受
け
、
約
二
百
「
ヤ
ー
ド
」
は
馬

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
第
二
醗
　
　
一
入
二

背
に
堪
へ
し
も
落
馬
し
、
瀕
死
の
状
態
で
米
國
公
平
館
に

運
ば
れ
、
普
、
英
爾
國
の
轡
官
の
治
療
を
受
け
し
も
夜
下

歯
に
落
命
し
た
の
で
あ
・
（
一
八
山
ハ
一
年
一
月
二
十
二
月
…
附
「
ハ
リ
ス
」
倉
出
口
書
）

　
此
事
鍵
は
外
交
團
の
紳
経
を
敏
戚
な
ら
し
め
、
極
度
に

刺
戟
す
る
に
充
分
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
す
、
国
事
鍵
の
十

数
目
前
、
幕
府
は
六
七
百
人
の
浪
士
聚
蒼
し
、
横
死
居
留

地
を
焼
き
佛
ひ
て
外
國
貿
易
を
破
壊
し
、
江
戸
の
公
使
館

を
襲
撃
し
て
公
使
以
下
館
員
を
盤
殺
せ
ん
ε
す
る
陰
謀
計

書
あ
る
を
聞
知
し
、
之
を
各
國
公
使
等
に
蓮
託
し
、
一
時

権
宜
の
措
置
こ
し
て
、
登
使
駆
館
員
を
丸
の
内
の
一
ケ
所

に
避
難
せ
し
め
ん
こ
ご
を
提
議
し
、
外
人
の
外
出
を
停
止

し
、
各
使
臣
館
に
は
二
百
入
を
下
ら
ざ
る
警
備
を
附
し
た

の
で
あ
る
が
、
此
提
案
要
求
に
樹
す
る
各
國
公
使
等
の
憲

見
態
度
未
だ
決
せ
ら
れ
澱
う
ち
に
「
ヒ
ユ
ス
ヶ
ン
」
の
惨
事

が
起
っ
て
、
随
從
警
固
幕
吏
の
卑
怯
な
る
態
度
ご
、
依
然

結
入
の
槍
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
ご
は
、
痛
く
外
人
間
に

非
難
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
、
却
之
、
十
二
月
九
日
一
、
ヒ

（　le．　）



ユ
ス
ヶ
ン
」
の
葬
儀
が
麻
布
光
林
寺
で
行
は
れ
π
際
、
幕

府
は
各
國
公
使
等
の
墾
列
を
途
上
危
瞼
で
あ
る
ご
の
理
由

で
之
を
抑
制
せ
ん
ε
し
た
る
に
も
拘
ら
す
公
使
等
の
参
列

目
撃
し
π
る
所
に
依
れ
ば
、
當
日
危
瞼
防
止
の
爲
め
何
等

の
施
設
が
な
か
つ
ご
い
ふ
の
で
、
公
使
等
は
幕
府
の
不
誠

意
を
疑
ひ
、
其
無
責
任
を
痛
く
憤
激
し
た
の
で
あ
る
、
英

公
使
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
は
既
に
自
衡
の
必
要
を
認
め
、
嚢

に
横
濱
に
來
航
し
た
莫
艦
隊
司
令
「
ジ
ー
ネ
ス
」
少
將
の
退

去
に
際
し
軍
艦
の
残
留
を
求
め
、
英
艦
「
エ
ン
カ
ウ
ン
タ

ー
し
（
図
琴
2
暮
9
は
品
川
沖
に
假
泊
し
て
み
た
の
で
、
「
ヒ

ユ
ス
ケ
ン
」
の
事
あ
る
や
否
や
馬
直
ち
に
其
海
兵
二
十
名

を
上
陸
せ
し
め
て
公
使
館
の
警
備
に
充
て
、
又
其
出
入
に

も
警
衛
に
當
ら
し
め
、
外
國
使
臣
が
自
國
の
兵
員
を
以
て

白
H
衛
の
途
を
講
ず
る
濫
膓
を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
、
途
に

各
國
代
表
使
臣
間
に
江
戸
邊
去
が
議
せ
ら
れ
る
こ
ご
、
爲

つ
た
の
で
あ
る
。

（13）

丈
久
元
年
に
於
け
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外
壁
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
　
（
大
塚
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